
 

本連盟新規加盟方法について 

 

 

１．手続きの方法 下記の書類を本連盟まで提出してください。 

   ・大学が発行した公認の部活動の証明書 

     様式Ⅰ：新規加盟申請書 

     様式Ⅱ：公認団体証明書 

   ・本連盟加盟希望の文書（書式自由・捺印のこと） 

・貴大学の沿革、学部学科等の大学の概要のわかる資料 

・承認の可否を連絡できる学生代表者の連絡先 

 

２．承 認 方 法  書類提出後、代表委員総会にはかり承認されましたら本連盟

加盟ということになります。新規加盟が承認された際には、

本連盟より文書にて今後の登録方法等について通達いたしま

す。 

 


